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【 請 求 項 １ 】
パ ケ ッ ト ス ト リ ー ム に 割 り 当 て ら れ た 入 力 ラ ベ ル と 出 力 ラ ベ ル と を 用 い て 、 当 該 パ ケ ッ ト
ス ト リ ー ム に 含 ま れ る パ ケ ッ ト を ラ ベ ル ス イ ッ チ ン グ す る 複 数 の ノ ー ド に よ り 構 成 さ れ る
、 ネ ッ ト ワ ー ク 上 の ラ ベ ル ス イ ッ チ ン グ パ ス の ホ ッ プ カ ウ ン ト を 管 理 す る 方 法 で あ っ て 、
前 記 複 数 の ノ ー ド の そ れ ぞ れ は 、 前 記 パ ケ ッ ト に 前 記 ラ ベ ル ス イ ッ チ ン グ を 行 う 際 に 、 当
該 パ ケ ッ ト に 含 ま れ る 当 該 パ ケ ッ ト が 経 由 し た ノ ー ド 数 を 表 す 情 報 を 更 新 す る か 否 か を 判
定 す る 第 １ の ス テ ッ プ と 、
前 記 複 数 の ノ ー ド の う ち の 前 記 情 報 を 更 新 し な い と 判 定 し た 複 数 の 第 １ の 種 別 の ノ ー ド の
そ れ ぞ れ は 、 当 該 第 １ の 種 別 の ノ ー ド の 上 流 側 で 隣 接 す る ノ ー ド と 当 該 第 １ の 種 別 の ノ ー
ド の 下 流 側 で 隣 接 す る ノ ー ド の う ち の い ず れ か 一 方 の ノ ー ド で あ る 第 １ の 隣 接 ノ ー ド か ら
前 記 ラ ベ ル ス イ ッ チ ン グ パ ス の ホ ッ プ カ ウ ン ト が 通 知 さ れ た と き 、 前 記 ラ ベ ル ス イ ッ チ ン
グ パ ス に つ い て 通 知 さ れ た ホ ッ プ カ ウ ン ト を 増 加 さ せ る こ と に よ り 得 ら れ た 増 加 さ れ た ホ
ッ プ カ ウ ン ト を 含 む 第 １ の メ ッ セ ー ジ を 、 前 記 上 流 側 で 隣 接 す る ノ ー ド と 前 記 下 流 側 で 隣
接 す る ノ ー ド の う ち の 他 方 の ノ ー ド で あ る 第 ２ の 隣 接 ノ ー ド へ 送 信 す る 第 ２ の ス テ ッ プ と
、
前 記 複 数 の ノ ー ド の う ち の 前 記 情 報 を 更 新 す る と 判 定 し た 複 数 の 第 ２ の 種 別 の ノ ー ド の そ
れ ぞ れ は 、 当 該 第 ２ の 種 別 の ノ ー ド が 前 記 情 報 を 更 新 す る こ と を 表 す 第 ２ の メ ッ セ ー ジ を
前 記 第 ２ の 隣 接 ノ ー ド へ 送 信 す る 第 ３ の ス テ ッ プ と 、
を 有 す る こ と を 特 徴 と す る ホ ッ プ カ ウ ン ト 管 理 方 法 。
【 請 求 項 ２ 】
前 記 複 数 の 第 ２ の 種 別 の ノ ー ド の そ れ ぞ れ は 、 前 記 第 ２ の 隣 接 ノ ー ド と し て 前 記 第 １ の メ
ッ セ ー ジ を 受 信 し た と き に は 、 前 記 増 加 さ れ た ホ ッ プ カ ウ ン ト に 基 づ い て 、 当 該 第 ２ の 種
別 の ノ ー ド の 上 流 側 の 上 流 ノ ー ド か ら 受 信 し た 前 記 パ ケ ッ ト を ラ ベ ル ス イ ッ チ ン グ す る と
と も に 、 当 該 パ ケ ッ ト に 含 ま れ る 前 記 情 報 を 更 新 す る こ と に よ り 、 当 該 パ ケ ッ ト を 当 該 第
２ の 種 別 の ノ ー ド の 下 流 側 の 下 流 ノ ー ド へ 転 送 す る ス テ ッ プ を さ ら に 有 す る こ と を 特 徴 と
す る 請 求 項 １ 記 載 の ホ ッ プ カ ウ ン ト 管 理 方 法 。
【 請 求 項 ３ 】
前 記 複 数 の 第 ２ の 種 別 の ノ ー ド の そ れ ぞ れ は 、 前 記 第 ２ の 隣 接 ノ ー ド と し て 第 ２ の メ ッ セ



ー ジ を 受 信 し た と き に は 、 デ フ ォ ル ト 値 に 基 づ い て 、 当 該 第 ２ の 種 別 の ノ ー ド の 上 流 側 の
上 流 ノ ー ド か ら 受 信 し た 前 記 パ ケ ッ ト を ラ ベ ル ス イ ッ チ ン グ す る と と も に 、 当 該 パ ケ ッ ト
に 含 ま れ る 前 記 情 報 を 更 新 す る こ と に よ り 、 当 該 パ ケ ッ ト を 当 該 第 ２ の 種 別 の ノ ー ド の 下
流 側 の 下 流 ノ ー ド へ 転 送 す る ス テ ッ プ を さ ら に 有 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の ホ
ッ プ カ ウ ン ト 管 理 方 法 。
【 請 求 項 ４ 】
前 記 複 数 の 第 １ の 種 別 の ノ ー ド の そ れ ぞ れ は 、 当 該 第 １ の 種 別 の ノ ー ド の 上 流 側 の 上 流 ノ
ー ド か ら 受 信 し た 前 記 パ ケ ッ ト を 、 前 記 情 報 を 更 新 す る こ と な く 、 ラ ベ ル ス イ ッ チ ン グ す
る こ と に よ り 、 下 流 側 の 下 流 ノ ー ド へ 転 送 す る ス テ ッ プ を さ ら に 有 す る こ と を 特 徴 と す る
請 求 項 １ 記 載 の ホ ッ プ カ ウ ン ト 管 理 方 法 。
【 請 求 項 ５ 】
前 記 第 ３ の ス テ ッ プ は 、 デ フ ォ ル ト ホ ッ プ カ ウ ン ト を 含 む 前 記 第 ２ の メ ッ セ ー ジ を 送 信 す
る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の ホ ッ プ カ ウ ン ト 管 理 方 法 。
【 請 求 項 ６ 】
前 記 第 １ の ス テ ッ プ は 、 前 記 パ ケ ッ ト の ヘ ッ ダ は 前 記 情 報 を 含 み 、 し か も 当 該 ヘ ッ ダ に 前
記 入 力 ラ ベ ル と 前 記 出 力 ラ ベ ル の う ち の い ず れ か 一 方 が 記 入 さ れ て い る と き に は 、 前 記 情
報 を 更 新 す る と 判 定 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の ホ ッ プ カ ウ ン ト 管 理 方 法 。
【 請 求 項 ７ 】
前 記 第 １ の ス テ ッ プ は 、 前 記 パ ケ ッ ト の ヘ ッ ダ は 、 前 記 情 報 を 含 む 第 １ の ヘ ッ ダ と は 異 な
る 第 ２ の ヘ ッ ダ で あ り 、 し か も 、 当 該 第 ２ の ヘ ッ ダ に 、 前 記 入 力 ラ ベ ル と 前 記 出 力 ラ ベ ル
の 双 方 が 記 入 さ れ て い る と き に は 、 前 記 情 報 を 更 新 し な い と 判 定 す る 請 求 項 １ 記 載 の ホ ッ
プ カ ウ ン ト 管 理 方 法 。
【 請 求 項 ８ 】
前 記 第 １ の ス テ ッ プ は 、 前 記 入 力 ラ ベ ル の 種 別 と 前 記 出 力 ラ ベ ル の 種 別 が 互 い に 異 な る と
き に は 、 前 記 情 報 を 更 新 す る と 判 定 す る 請 求 項 １ 記 載 の ホ ッ プ カ ウ ン ト 管 理 方 法 。
【 請 求 項 ９ 】
前 記 複 数 の ノ ー ド の う ち の 少 な く と も １ つ の ノ ー ド は 、 前 記 パ ケ ッ ト ス ト リ ー ム に 含 ま れ
る パ ケ ッ ト で あ っ て 、 当 該 ノ ー ド の 上 流 ノ ー ド の う ち の １ つ か ら 転 送 さ れ て き た 第 １ の パ
ケ ッ ト に 対 し て は 前 記 第 １ の 種 別 の ノ ー ド と し て 動 作 し 、 他 の １ つ の 上 流 ノ ー ド か ら 転 送
さ れ て き た 第 ２ の パ ケ ッ ト に 対 し て は 前 記 第 ２ の 種 別 の ノ ー ド と し て 動 作 す る こ と を 特 徴
と す る 請 求 項 １ 記 載 の ホ ッ プ カ ウ ン ト 管 理 方 法 。
【 請 求 項 １ ０ 】
前 記 複 数 の ノ ー ド の う ち の 少 な く と も １ つ の ノ ー ド は 、 前 記 パ ケ ッ ト ス ト リ ー ム に 含 ま れ
る パ ケ ッ ト で あ っ て 、 当 該 ノ ー ド の 下 流 ノ ー ド の う ち の １ つ へ 転 送 さ れ る 第 ３ の パ ケ ッ ト
に 対 し て は 前 記 第 １ の 種 別 の ノ ー ド と し て 動 作 し 、 他 の １ つ の 下 流 ノ ー ド へ 転 送 さ れ る 第
４ の パ ケ ッ ト に 対 し て は 前 記 第 ２ の 種 別 の ノ ー ド と し て 動 作 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項
１ 記 載 の ホ ッ プ カ ウ ン ト 管 理 方 法 。
【 請 求 項 １ １ 】
前 記 複 数 の 第 ２ の 種 別 の ノ ー ド の う ち の 少 な く と も １ つ は 、 前 記 パ ケ ッ ト ス ト リ ー ム の ラ
ベ ル ス イ ッ チ ン グ パ ス 上 の 第 １ の 隣 接 ノ ー ド の う ち の １ つ の 第 １ の 隣 接 ノ ー ド か ら の 前 記
第 １ の メ ッ セ ー ジ と 、 他 の １ つ の 第 １ の 隣 接 ノ ー ド か ら の 前 記 第 ２ の メ ッ セ ー ジ と を 前 記
第 ２ の 隣 接 ノ ー ド と し て 受 信 し す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の ホ ッ プ カ ウ ン ト 管 理
方 法 。
【 請 求 項 １ ２ 】
前 記 複 数 の 第 ２ の 種 別 の ノ ー ド の う ち の 少 な く と も １ つ は 、 前 記 パ ケ ッ ト ス ト リ ー ム の ラ
ベ ル ス イ ッ チ ン グ パ ス 上 の 第 １ の 隣 接 ノ ー ド の う ち の １ つ の 第 １ の 隣 接 ノ ー ド か ら の １ つ
の 増 加 さ れ た ホ ッ プ カ ウ ン ト を 含 む １ つ の 前 記 第 １ の メ ッ セ ー ジ と 、 他 の １ つ の 第 １ の 隣
接 ノ ー ド か ら の 他 の １ つ の 増 加 さ れ た ホ ッ プ カ ウ ン ト を 含 む 他 の １ つ の 前 記 第 １ の メ ッ セ
ー ジ と を 、 前 記 第 ２ の 隣 接 ノ ー ド と し て 受 信 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の ホ ッ プ
カ ウ ン ト 管 理 方 法 。
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【 請 求 項 １ ３ 】
パ ケ ッ ト ス ト リ ー ム に 割 り 当 て ら れ た 入 力 ラ ベ ル と 出 力 ラ ベ ル を 用 い て 、 ラ ベ ル ス イ ッ チ
ン グ パ ス で 転 送 さ れ る 当 該 パ ケ ッ ト ス ト リ ー ム に 含 ま れ る パ ケ ッ ト を ラ ベ ル ス イ ッ チ ン グ
す る ラ ベ ル ス イ ッ チ ン グ 手 段 と 、
前 記 入 力 ラ ベ ル を 割 り 当 て る 第 １ の メ ッ セ ー ジ を 上 流 ノ ー ド と 交 換 し 、 前 記 出 力 ラ ベ ル を
割 り 当 て る 第 ２ の メ ッ セ ー ジ を 下 流 ノ ー ド と 交 換 す る 制 御 メ ッ セ ー ジ 処 理 手 段 と を 具 備 し
、
前 記 制 御 メ ッ セ ー ジ 処 理 手 段 は 、
（ ａ ） 前 記 第 １ の メ ッ セ ー ジ と 前 記 第 ２ の メ ッ セ ー ジ の う ち の 一 方 か ら 前 記 ラ ベ ル ス イ ッ
チ ン グ パ ス の ホ ッ プ カ ウ ン ト を 受 け 取 り 、
（ ｂ ） 前 記 パ ケ ッ ト に 含 ま れ る 当 該 パ ケ ッ ト が 通 過 し た ノ ー ド の 数 を 表 す 情 報 を 前 記 ラ ベ
ル ス イ ッ チ ン グ 手 段 で 更 新 す る か 否 か を 判 定 し 、
（ ｃ ） 前 記 情 報 を 更 新 し な い と 判 定 し た と き に は 、 前 記 ラ ベ ル ス イ ッ チ ン グ パ ス の ホ ッ プ
カ ウ ン ト を 増 加 さ せ る こ と に よ り 得 ら れ た 増 加 ホ ッ プ カ ウ ン ト を 、 前 記 第 １ の メ ッ セ ー ジ
と 前 記 第 ２ の メ ッ セ ー ジ の う ち の 一 方 に 記 入 し 、
（ ｄ ） 前 記 情 報 を 更 新 す る と 判 定 し た と き に は 、 前 記 情 報 の 更 新 を 表 す デ ー タ を 、 前 記 第
１ の メ ッ セ ー ジ と 前 記 第 ２ の メ ッ セ ー ジ の う ち の 一 方 に 記 入 す る こ と を 特 徴 と す る ノ ー ド
装 置 。
【 請 求 項 １ ４ 】
前 記 ラ ベ ル ス イ ッ チ ン グ 手 段 は 、
前 記 入 力 ラ ベ ル と 前 記 情 報 を 含 む パ ケ ッ ト を 上 流 ノ ー ド か ら 受 信 す る 受 信 手 段 と 、
前 記 第 １ の メ ッ セ ー ジ と 前 記 第 ２ の メ ッ セ ー ジ の う ち の １ つ が 前 記 増 加 ホ ッ プ カ ウ ン ト を
含 む と き に は 、 デ フ ォ ル ト 値 よ り も 大 き い 値 の ホ ッ プ カ ウ ン ト 値 を 記 憶 し 、 前 記 第 １ の メ
ッ セ ー ジ と 前 記 第 ２ の メ ッ セ ー ジ の う ち の １ つ が 、 前 記 情 報 の 更 新 を 表 す デ ー タ を 含 む と
き に は 、 デ フ ォ ル ト 値 で あ る ホ ッ プ カ ウ ン ト 値 を 記 憶 す る 記 憶 手 段 と 、
前 記 受 信 手 段 で 受 信 し た パ ケ ッ ト に 含 ま れ る 前 記 情 報 を 更 新 す る と 判 定 し た と き に 、 前 記
記 憶 手 段 で 記 憶 さ れ た 前 記 ホ ッ プ カ ウ ン ト 値 を 基 に 当 該 情 報 を 更 新 す る 更 新 手 段 と 、
前 記 入 力 ラ ベ ル を 前 記 出 力 ラ ベ ル に 置 き 換 え る こ と に よ っ て 、 前 記 パ ケ ッ ト を 転 送 す る 転
送 手 段 と 、
を 具 備 し た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ３ 記 載 の ノ ー ド 装 置 。
【 請 求 項 １ ５ 】
前 記 ラ ベ ル ス イ ッ チ ン グ 手 段 は 、
下 位 レ イ ヤ の ヘ ッ ダ に 前 記 入 力 ラ ベ ル を 含 み 、 上 位 レ イ ヤ の ヘ ッ ダ に 前 記 情 報 を 含 む パ ケ
ッ ト を 上 流 ノ ー ド か ら 受 信 す る 受 信 手 段 と 、
前 記 情 報 を 更 新 し な い と 判 定 し た と き 、 上 位 レ イ ヤ の ヘ ッ ダ を 処 理 す る こ と な く 、 前 記 入
力 ラ ベ ル を 下 位 レ イ ヤ の ヘ ッ ダ の 出 力 ラ ベ ル に 置 き 換 え る こ と に よ り 、 前 記 パ ケ ッ ト を 転
送 す る 転 送 手 段 と 、
を 具 備 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ３ 記 載 の ノ ー ド 装 置 。
【 請 求 項 １ ６ 】
前 記 制 御 メ ッ セ ー ジ 処 理 手 段 は 、
前 記 パ ケ ッ ト の ヘ ッ ダ は 前 記 情 報 を 含 む 第 １ の ヘ ッ ダ で あ り 、 し か も 当 該 第 １ の ヘ ッ ダ に
前 記 入 力 ラ ベ ル と 前 記 出 力 ラ ベ ル の う ち の い ず れ か 一 方 が 記 入 さ れ て い る と き に は 、 前 記
情 報 を 更 新 す る と 判 定 し 、
前 記 パ ケ ッ ト の ヘ ッ ダ は 、 前 記 第 １ の ヘ ッ ダ と は 異 な る 第 ２ の ヘ ッ ダ で あ り 、 し か も 当 該
第 ２ の ヘ ッ ダ に 前 記 入 力 ラ ベ ル と 前 記 出 力 ラ ベ ル の 双 方 が 記 入 さ れ て い る と き に は 、 前 記
情 報 を 更 新 し な い と 判 定 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ３ 記 載 の ノ ー ド 装 置 。
【 請 求 項 １ ７ 】
前 記 制 御 メ ッ セ ー ジ 処 理 手 段 は 、
前 記 入 力 ラ ベ ル の 種 別 と 前 記 出 力 ラ ベ ル の 種 別 が 互 い に 異 な る か 、 あ る い は 、 前 記 パ ケ ッ
ト の ヘ ッ ダ は 、 前 記 情 報 を 含 む 第 １ の ヘ ッ ダ で あ り 、 し か も 、 前 記 入 力 ラ ベ ル と 前 記 出 力
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ラ ベ ル の う ち の い ず れ か 一 方 が 前 記 第 １ の ヘ ッ ダ に 記 入 さ れ て る と き に は 、 前 記 情 報 を 更
新 す る と 判 定 し 、
前 記 パ ケ ッ ト の ヘ ッ ダ は 、 前 記 第 １ の ヘ ッ ダ と は 異 な る 第 ２ の ヘ ッ ダ で あ り 、 前 記 入 力 ラ
ベ ル と 前 記 出 力 ラ ベ ル の 双 方 が 同 一 の 種 別 で し か も 前 記 第 ２ の ヘ ッ ダ に 記 入 さ れ る と き に
は 、 前 記 情 報 を 更 新 し な い と 判 定 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ３ 記 載 の ノ ー ド 装 置 。
【 請 求 項 １ ８ 】
前 記 ラ ベ ル ス イ ッ チ ン グ 手 段 は 、
前 記 パ ケ ッ ト ス ト リ ー ム に 含 ま れ る 第 １ の パ ケ ッ ト を 、 第 １ の 入 力 ラ ベ ル の 第 １ の 上 流 ノ
ー ド か ら 前 記 出 力 ラ ベ ル の 下 流 ノ ー ド へ 転 送 し 、 当 該 パ ケ ッ ト ス ト リ ー ム に 含 ま れ る 第 ２
の パ ケ ッ ト を 、 第 ２ の 入 力 ラ ベ ル の 第 ２ の 上 流 ノ ー ド か ら 前 記 出 力 ラ ベ ル の 下 流 ノ ー ド へ
転 送 し 、
前 記 制 御 メ ッ セ ー ジ 処 理 手 段 は 、 前 記 第 １ の パ ケ ッ ト と 前 記 第 ２ の パ ケ ッ ト の そ れ ぞ れ に
対 し て 別 々 に 動 作 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ３ 記 載 の ノ ー ド 装 置 。
【 請 求 項 １ ９ 】
前 記 ラ ベ ル ス イ ッ チ ン グ 手 段 は 、 前 記 パ ケ ッ ト ス ト リ ー ム に 含 ま れ る パ ケ ッ ト で あ っ て 、
第 １ の 入 力 ラ ベ ル の 上 流 ノ ー ド か ら の パ ケ ッ ト を 、 第 １ の 出 力 ラ ベ ル の 第 １ の 下 流 ノ ー ド
へ は 第 １ の パ ケ ッ ト と し て 転 送 し 、 第 ２ の 出 力 ラ ベ ル の 第 ２ の 下 流 ノ ー ド へ は 第 ２ の パ ケ
ッ ト と し て 転 送 し 、
前 記 制 御 メ ッ セ ー ジ 処 理 手 段 は 、 前 記 第 １ の パ ケ ッ ト と 前 記 第 ２ の パ ケ ッ ト の そ れ ぞ れ に
対 し て 別 々 に 動 作 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ３ 記 載 の ノ ー ド 装 置 。
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